
10 年旅券（18歳以上)

5 年旅券（18 歳未満）

残存有効期間同一旅券 

帰国のための渡航書

在留証明 

署名（及び拇印）証明（個人の署名） 

翻訳証明

運転免許証抜粋証明

Single Entry インド人
（ Indian ）

一般
（ Cambodian and others ）

Multiple Entry インド人
（ Indian ）

領事手数料（CONSULAR FEES）

適用期間：2026年7月1日～2027年3月31日

30,000

45,000

30,000

オンライン申請

※ 旅券法改正により、旅券発行後６か月以内に受領せず失効し、失効後５年以内に新たな旅券を申請する場合に
は、通常より高い手数料となります。詳細は、お問い合わせください。

145,000155,000

100,000

出生、婚姻、独身、離婚、死亡、

戸籍記載事項等

窓口納付 オンライン納付

V
I
S
A

一般
¥15,000（ Cambodian and others ）

¥832

405,000

20,000

810,000

20,000

一次入国査証

数次入国査証

¥1,200

¥1,700

¥2,100

45,000

55,000

¥1,200

¥4,400

¥4,500

120,000

120,000

¥1,700

250,000

120,000130,000

証
明

和

文

英

文
印章証明（官公署） 

※証明書の窓口納付による手数料は、オンライン申請又は窓口申請でも同額です。

印章証明（独立行政法人、特殊法人、

学校法人（学校教育法第1条該当校）等）

●領事手数料は、政令等にて円建てで定められる額を換算率に基づいて毎年度改訂され、申請日時点のものが適

用されます。

●窓口で申請した場合は、窓口納付（リエル現金払）となりますが、オンライン申請した場合は、オンライン納付（クレ

ジットカード（日本円）決済）又は窓口納付（リエル現金払）のいずれかを選択する必要があります。なお、ビザのオン

ライン申請については、クレジットカード（日本円）決済のみの対応となります。

●クレジットカード決済は、オンライン決済のため、当館からの領収書（レシート）の発行ができません。領収書の発行

が必要な方は、必ず「窓口納付」（リエル現金）を選択ください。なお、クレジットカード決済の場合の金額は、以下「ク

レジットカード」欄に記載する日本円（円建て）となり、日本国外発行のクレジットカードの場合、カード会社所定の

レートが適用されます。

種　類

領事手数料

窓口申請

¥5,400

クレジットカード

旅
券

¥8,900

¥4,400

リエル現金

240,000


